
  

 

 

 

 

 

草津市国土強靱化地域計画（案） 

強くしなやかな草津市へ 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年 月 

草津市  



  

 

目次 

 

第１章 計画策定の趣旨・基本的な考え方    1 

１ 計画策定の趣旨       1 

２ 基本的な方針       1 

３ 他計画との関係       3 

４ 計画期間        5 

  

第２章 草津市の地域特性      6 

１ 位置および面積       6 

２ 地勢        6 

３ 地質        7 

４ 気象         10 

５ 人口        11 

６ 土地利用        11 

７ 建築物        11 

８ 産業        12 

９ 道路        13 

１０ 危険物施設       13 

１１ 消防水利施設と消防団の現状     14 

 

第３章 脆弱性評価       15 

１ 「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）の設定  15 

２ リスクシナリオを回避するための取組の分析・評価   20 

 

第４章 脆弱性を踏まえた国土強靭化の推進方針   21 

 

第５章 計画の推進       31 

１ 計画の推進        31 

２ 進行管理        31 



  

 

別紙１ 脆弱性評価結果 

別紙２ 事業一覧 

別紙３ ＫＰＩ一覧



1 

 

第１章 計画策定の趣旨・基本的な考え方 

 

1 計画策定の趣旨 

 

国において、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、事前防災および減災その他迅速な

復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施すること等を理念とする「強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（以下「基本法」と

いう。）」が平成25年12月に公布・施行され、平成 26 年(2014年)６月に「国土強靱化基本

計画」（以下「基本計画」という。）が閣議決定されました。その後、中長期的な見通しに

基づき、国土強靱化に関する施策を計画的かつ着実に推進するため、令和5年(2023年)6月に

法改正が行われ、同7月に新たな基本計画が閣議決定されました。 

基本法第13条では、「都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進

に関する基本的な計画」を定めることができると規定されており、本市では、令和2年2月に

「草津市国土強靱化地域計画～強くしなやかな草津市へ～」を策定しました。 

草津市域に被害を及ぼした地震災害として、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震

(草津市域は震度5)が挙げられ、矢橋帰帆島内において液状化による通行制限や一部の地域

で墓石等の倒壊被害が発生しています。風水害については、昭和9年9月室戸台風によるもの

が最大で、市域では山田小学校が倒壊しています。 

また、令和2年(2020年)以降、新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るう未曽有

の事態が発生しました。令和5年(2023年)5月に5類感染症に移行しましたが、自然災害発生

時には従来の災害医療に加え、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策が必

要となっています。 

本市では、「琵琶湖西岸断層帯」などの活断層による地震、「南海トラフ地震」等をはじ

めとした地震や、近年多発する強力な台風や局地的な大雨、集中豪雨等の風水害への対応が

大きな課題となっており、いつ起こるかわからない大規模な自然災害に対して、被害を最小

限に抑えるための取組を一層進める必要があります。 

こうしたことから、国の基本計画の改訂や近年発生した自然災害の教訓を踏まえ、草津市

国土強靱化地域計画の改訂を行います。 

 

 

2 基本的な方針 

 

国土強靱化の理念を踏まえ、事前防災、減災及びその他迅速な復旧復興などに資する大規

模自然災害に備えた草津市全体にわたる強靱なまちづくりについて、東日本大震災、平成30
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年7月豪雨、令和6年能登半島地震など、過去の災害から得られた経験を最大限活用しつつ、

以下の視点に基づき草津市の国土強靱化を推進します。 

 

（１）国土強靱化の取り組み姿勢 

短期的な視点によらず、長期的な視野をもって計画的に取り組みます。 

 

（２）適切な施策の組み合わせ 

災害リスクから、市民の命を守り被害を最小限に抑えるため、草津市の特性に合ったハー

ド対策及びソフト対策を組み合わせ、効果的に施策を推進します。 

非常時に防災・減災などの効果を発揮することはもちろん、平時においても有効に活用さ

れる対策となるようにします。 

自助、共助及び公助を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び役割分担して取り組み

ます。 

 

（３）効率的な施策の推進の観点からの施策の重点化 

将来的に予想される人口減少等に起因する市民の需要の変化及び社会資本の老朽化など

を踏まえた施設の適正な配置を進めるとともに、財政資金の効率的な投資による施設の持

続的な運用に配慮して施策の重点化を図ります。 

 

（４）市強靱化地域計画の位置付け 

本計画は、基本法第13条の規定に基づく国土強靱化地域計画として、草津市における国土

強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として策定し、滋賀県国土

強靱化地域計画とも連携を図っていきます。 

なお、本計画は、市政の基本方針である「草津市総合計画」、災害対策基本法に基づき災

害に対処するための基本的な計画である「草津市地域防災計画」等と連携を図りながら、本

市における国土強靱化施策を推進する上での指針として位置づけるものとなります。 

なお、基本法第14条の規定に基づき、本計画は国基本計画と調和が保たれたものとします。 

 

（５）地域を強靱化する上での基本目標 

県基本計画と同様に次のとおり定めます。 

①人命の保護が最大限図られること 

②社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③市民の財産および公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 
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（６）事前に備えるべき目標 

県基本計画と同様に、大規模地震および風水害の発生を想定して、基本目標を具体化した

6つの「事前に備えるべき目標」を設定します。 

①あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

②救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実

に確保することにより関連死を最大限防ぐ 

③必要不可欠な行政機能を確保する 

④経済活動を機能不全に陥らせない 

⑤情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害

を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 

⑥社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 

 

 

3 他計画との関係 

 

（１）草津市総合計画との関係 

本計画は、本市の強靭化に関して、他の計画に対して指針性を有し、かつ地域の特性を十

分に踏まえて策定することが重要であるため、草津市総合計画と調和を図るものとします。 

また、両計画の方向性を合わせ、力強く施策を推進していくため、施策の進捗管理・ＫＰ

Ｉの設定についても、調和を保つものとします。 

 

（２）草津市地域防災計画との関係 

本計画は、国土強靱化に係る指針性を有することから、災害対策基本法に基づく地域防災

計画に対しても指針となります。 

本計画は、地域防災計画との比較において、以下の特徴があります。 

 

①検討のアプローチ 

地域防災計画では、災害種類ごと（地震編、風水害編）に検討を行いますが、本計画では、

国土利用や社会経済システムの強靱性に着目し、地域でいかなる自然災害などが起ころう

とも対応できる体質・構造に変革していく視点からアプローチを行います。 

 

②対象とするフェーズ 

地域防災計画では、発災前・発災後を対象としますが、本計画では、発災前における（＝

平時の）施策を対象とし、発災時及び発災後の対処そのものは対象としません。 

ただし、発災時の対処（応急対策）、発災後の対処（復旧・復興）を効果的に行うための
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事前の備えは対象になります。 

 

③脆弱性の評価に基づく対策の検討 

地域防災計画になく、本計画特有の視点として、あらゆるリスクを想定した「起きてはな

らない最悪の事態」（リスクシナリオ）を明らかにします。 

目標を明確にするとともに、脆弱性の評価を行ったうえでこれに基づき対策を検討しま

す。その対策は、防災の範囲を超えて、まちづくり政策・産業政策も含めた総合的なものと

なります。 

 

④重点化と進捗管理 

地域防災計画になく、本計画特有の視点として、施策の重点化を行うとともに、進捗管理

を適切に実施できるようにします。 

 

項目 国土強靱化地域計画 地域防災計画 

検討アプローチ 地域で想定される自然災害全般 災害種類ごと（地震編、風水害編） 

対象とするフェーズ 発災前 発災前・発災後 

脆弱性の評価に基づく 

対策の検討 
脆弱性評価に合わせた施策 ― 

重点化と進捗管理 〇 ― 
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▼計画関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和7年度から令和11年度までの5年間とし、国・県の改訂に合わせ

改訂するものとします。 
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第２章 草津市の地域特性 

 

1 位置および面積 

 

草津市は、滋賀県の南東部いわゆる湖南地域にあり、北は守山市、東は栗東市、南は大津

市、そして市の西側は日本最大の湖である琵琶湖に接しています。 

東西約10.9km、南北約13.2km、面積は67.82㎢で、草津市を中心とした50㎞圏内には奈良、

京都、大津、彦根を含み、100㎞圏内には西は大阪、神戸、東は名古屋、岐阜という近畿圏、

中部圏の大都市を包括します。 

 

 

 

2 地勢 

 

草津市は、全般的に琵琶湖に注ぎ込む中小河川の土砂運搬・体積により形成された沖積低

地上に生活圏が展開されているため、地盤は一般的に軟弱な地域が多く、ひとたび大規模な

地震が発生した場合は、強い地震動を受け、建物やライフラインなどが破壊され、大きな混

乱を招く可能性があります。 

 また、近年、後背低地の盛土による都市化や丘陵地での大規模造成が行われており、人工

改変部の盛土崩壊や液状化が懸念されます。 

草津市の地形は、山地、丘陵地、段丘、沖積低地に区分されます。市域南部は、田上・信

楽山地に連なる標高237.3ｍのイオロ山、標高232.9ｍの青地山、標高221.3ｍの牟礼山を最高

峰とする低起伏山地とそれに連なる丘陵地が広がっています。 

本丘陵は信楽山山麓と呼ばれ、標高110～170ｍの低頂丘をなしています。北斜面は穏やか

に北方の琵琶湖側へ傾斜し、末端には2～3段の段丘を載せています。 

市の面積の大半を占める沖積低地は湖南低地と呼ばれ、さらに谷底平野、扇状地、自然堤

防、三角州、後背低地等に区分されます。 

沖積低地を流れる河川のうち、草津川、狼川、北川等のように山地や丘陵地から流出する

方位 地  名 経度・緯度 距 離 隣接地名 

極東 山寺町 東 経 135 度 59 分 58 秒 

10.9 ㎞ 

栗 東 市 

極西 琵琶湖 東 経 135 度 53 分 16 秒 琵琶湖(大津市) 

極南 笠山 7 丁目 北 緯  34 度 58 分 18 秒 

13.2 ㎞ 

大 津 市 

極北 琵琶湖 北 緯 35 度 05 分 17 秒 琵琶湖(守山市) 
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ものは天井川を形成しており、草津市の地形的特徴のひとつになっています。沖積低地を流

下する主要河川（葉山川、草津川、狼川、北川など）のほとんどが天井川を形成しています。 

なかでも、草津川は、河口より上流1.0ｋｍからは著しい天井川となっていましたが、昭

和46年度からの放水路による平地河川化が進められ、平成14年7月に通水し、草津川の下流

部7.4ｋｍは廃川（旧草津川）となりました。しかし、現在も、金勝川合流点から上流部は典

型的な天井川となっています。 

このように、市域の主要河川のほとんどが天井川であり、河口からJR琵琶湖線までは平地

河川化が進んできましたが、中流や上流部は天井川となっている区間があり、他の河川と合

流することがないことから、梅雨期や台風時には田畑や道路が冠水し、住宅の一部が浸水す

る等の内水氾濫が出現します。 

市域の天井川では、年間を通して流水の見られる日は少なく、降水後数日にして水は枯れ、

地下を流れる伏水となります。このため、天井川に沿って多くの溜池が築造され、農耕用の

かんがい用水として貯水されてきました。 

しかし、昭和46年度草津市用水土地改良事業の完成とともに溜池もその機能を失い、つぎ

つぎと埋め立てられて宅地、学校用地、運動公園等多目的に利用されています。 

 

 

3 地質 

 

草津市域の地質は、地形と対応し区分されます。市南部のイオロ山、青地山、牟礼山等の

山地は、中古生層の砂岩、粘板岩、チャートおよびこれらの岩石が熱変成作用を受けてでき

たホルンフェンス等の岩石から構成されており、風化作用に対する抵抗力が強いことから

特徴的な円錐形の山地を形成しています。草津川（放水路）の上流には田上、信楽山地があ

り、中世代白亜期の花崗岩類から成り立っています。 

一方、丘陵地は、粘土、砂、礫層よりなる古琵琶湖層群によって構成されており、北西の

方向に穏やかに傾斜しながら、その末端に2～3段の段丘を載せ沖積低地の下に潜り込んで

います。 

市域の古琵琶湖層群の厚さは、約100ｍ余りで、粘土、シルト、砂、礫から構成され、5枚

以上の火山灰を含んでいます。また、本層群は基盤岩類と不整合で接し、丘陵地における走

向は、北東で緩く北西に傾斜しています。 

古琵琶湖層群の末端には標高105～115ｍの範囲を中心として、段丘堆積物が分布してお

り、現在は果樹園、畑地、住宅地になっています。 

琵琶湖の周辺には、ほぼ全域にわたって3～7段の段丘が発達しています。この段丘形式の

プロセスやメカニズムについては未解明の部分もあり、おおむね赤色土化作用の有無によ

って旧期段丘層と新期段丘層に2大別されています。構成物質は主に礫、砂、粘土です。 

ボーリング資料によれば、沖積低地の地下、深さ15～10ｍ付近に顕著な礫層が分布してい
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ます。この礫層は氾濫源性の堆積物と考えられ、新浜地区の地下－16.7ｍ付近の礫層中の   

木片によると、放射性炭素年代測定法で33,600±年ＢＰ（ＢＰは測定値の基準年(1950年)、

Before Physicsの略）という年代が得られています。 

以上のことから地下15～16ｍ付近に存在する礫層は、新期段丘層に相当すると考えられ、

段丘の末端は沖積低地の地下に潜り込んでいることがわかります。 

また、ボーリング資料からこの礫層は、湖岸から約2.5Km内陸に木川町付近で地下2.5mと

浅いところで礫層上限に到達していますが、湖岸に近づくほど深くなり、北山田町付近では

地下16ｍでもこの礫層に到達していないことが判明しています。 

沖積低地は、過去1万年以降に堆積した扇状地性および三角州性の堆積物からなりたって

おり、沖積層とよばれています。市域の75％の面積を占める沖積低地の地下構造をボーリン

グ資料から推定すると、その地層は丘陵地と同様に、礫、砂、シルト、粘土、腐植土層が互

層をなしており、過去における湖底堆積物で構成されていることがわかります。 

また、沖積層の層厚は湖岸近くでは地下15～20ｍ、内陸部になるほど厚さを減じていて、

沖積層の深さ5～10ｍのところに腐植土層が幾層にもレンズ状に挟まれており、この腐植土

層は俗に「スクモ」とよばれています。 
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0 2 4 km

地盤種別
1種〔堅固な地盤・岩盤（第3紀以前の地盤・岩盤）〕
2種〔洪積層（古琵琶湖層群・段丘堆積層）〕
3-Ⅰ種〔沖積層（厚さ10ｍ以下）、扇状地堆積物、谷底堆積物〕
3-Ⅱ種〔沖積層（厚さ10ｍ以下）、沖積層の大部分〕
3-Ⅲ種〔沖積層（厚さ15ｍ以下）、三角州性堆積物〕
4種〔沖積層上の天井川堆積物、自然堤防堆積物〕
4種〔沖積層上の盛土地盤、丘陵部の埋土地盤、沖積層（厚さ15ｍ以上）〕
水部等

N

EW

S
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4 気象 

 

草津市の気候は、年平均気温14℃～17℃と県下では比較的暖かく、風は年間を通して、比

較的穏やかで安定しており、その方向も夏は北から、冬は西から流れています。 

降水量は、最も多い梅雨期で200ｍｍ余り、冬季の最も少ない時期と180ｍｍ近くの開きが

あります。年総降雨量は平均約1,600ｍｍで、滋賀県内でも降水日数が少ない地域です。 

また、降雪日数は、1～2月に集中しており、年間を通して平均10日前後しかなく、50㎝以

上の降雪日はありません。 

歴年 
気 温(℃) 風 速(ｍ/ｓ) 総降雨量 

ｍｍ 最高 最低 平均 最大 平均 

2000 36.1 -2.7 15.1 9 1.7 1306 

2001 36.1 -3.5 14.9 9 1.7 1297 

2002 36.1 -2.9 15.1 8 1.7 1060 

2003 35.3 -4.5 14.6 9 1.6 1950 

2004 35.4 -3.6 15.6 10 1.6 1743 

2005 34.5 -4.1 14.8 11 1.7 1170 

2006 35.9 -3.8 14.6 9 1.5 1790 

 
2007 36.6 -3.7 15.2 10 1.5 1349 

2008 36.9 -2.5 15.2 10 1.5 1540 

2009 35.6 -1.8 15.5 11 1.6 1421.5 

2010 37.5 -2.4 16.9 11.7 1.9 1812 

2011 36.9 -3.9 15.3 9.4 2.0 1719 

2012 36.4 -4.1 15.2 11.8 2.1 1582.5 

2013 37.3 -2.4 15.6 10.7 2.1 1588.5 

2014 36.8 -2.5 15.1 9.8 1.9 1465 

2015 37.5 -1.8 15.6 11.0 1.8 1939.5 

2016 36.3 -4.0 16.0 9.3 1.7 1763.5 

2017 35.7 -2.7 15.1 11.2 1.8 1581.0 

2018 38.0 -4.5 15.9 14.9 1.8 1768.0 

2019 36.6 -1.9 15.9 11.9 1.8 1494.0 

2020 37.7 -2.3 16.0 10.1 1.8 1645.0 

2021 36.4 -3.4 15.8 11.4 1.8 1816.0 

2022 37.3 -2.0 15.8 9.9 1.8 1482.0 

2023 38.5 -3.8 16.4 10.1 1.8 1407.5 

出典：気象庁 過去の気象データ  観測地：大津  
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5 人口 

 

本市の人口は、昭和29（1954）年の市制施行時には、32,152人でしたが、昭和40年代から

50年代にかけて、京都・大阪など大都市周辺のベッドタウンとしての役割が強まると同時に、

旧国鉄の複々線化がなされたことで、著しく増加しました。さらに、大学の立地やJR南草津

駅の新快速電車の停車、JR両駅前の市街地整備などにより活発な宅地開発が進み、近年にお

いても、人口増加傾向が続き、令和2（2020）年では143,913人（国勢調査）となっています。 

国全体では人口が減少局面に入っている中、本市の今後の推計では、以前継続して人口が

増加し、令和12（2030）年には147,400人程度に達する見通しであり、その後は、減少に転

じ、令和22（2040）年には143,200人程度になると見込まれます。 

また、世帯数は、人口増加に伴って増加し、平成27（2015）年で60,224世帯となっていま

す。本市の今後の推計では、人口のピークよりやや遅れて令和17（2035）年がピークとなり、

令和22（2040）年には68,500世帯程度になる見込みとなっています。 

 

 

6 土地利用 

 

市域の土地利用を概観すると、湖岸の農業地域からJR東海道本線に向けて徐々に都市的

土地利用が高まり、JR草津駅周辺で最も高密度な市街地となります。 

さらに東南の方向、JR東海道新幹線付近にかけて密度を下げながら市街地が続いたのち、

名神高速道路付近に至るまで工業系の土地利用が特化し、やがて市域南東端の山林地域と

なります。 

このように、市域は北西から南東方向にかけて、主要動線に分断されたような形で層状の

土地利用構造を呈するといえます。 

 

 

7 建築物 

 

 市統計書によると、市域の家屋の状況は令和5年1月1日現在、総棟数50,877棟、うち、木造

建物35,101棟であり、人口の増加に伴い増加の傾向にあります。平成2年以降増加率はほぼ

横ばいで推移していましたが、平成7年以降再び増加に転じています。 

非木造建物の数は年々増加し、総棟数に占める割合は昭和55年で約20％弱であったもの

が、平成22年は約31.6％となっています。 

ただし、依然として住宅系建物の約18％が耐震診断や耐震補強が必要な昭和55年以前に

建設された建物であり、耐震化率97.5％を目指し、平成27年度に草津市既存建物耐震改修促
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進計画を改訂し、既存不適格建物の耐震化を促進しています。 

地区別建物の分布は、ほぼ人口分布と同様な状況を呈し、JR草津駅およびJR南草津駅を中

心とする地区に極めて高い集積がみられ、外縁部にいくにしたがい、その集積度は急減しま

す。 

 

 

8 産業 

 

（１）農業 

近畿圏最大級のビニールハウス群を誇る野菜の一大生産地であり、水菜、ほうれん草、ね

ぎ、大根等を生産しています。宅地化の進行による農地の減少や、人口減少や高齢化に伴う

農家人口の減少により、生産基盤の脆弱化や担い手の不足が懸念されています。 

このことから、今後は、農地の集約化と後継者の育成が最大の課題となり、少ない人手で

農業収入を高めるために、スマート農業の推進等による農作業体系の改善が必要となって

います。 

なお、優良農地の確保を図る基盤整備については、農業振興地域農用地区域内の未整備田

の整備や、既存施設の老朽化に伴う更新が課題となっています。 

 

 

（２）水産業 

琵琶湖に面する草津市では、古くから北山田・志那地区などにおいて刺網、貝曳き網、え

り等によりコイやフナ等を採捕する漁業が行われてきました。 

しかし、湖辺の漁場は、琵琶湖の汚濁や湖岸周辺の開発等、ブラックバス、ブルーギル等

の外来魚の繁殖などにより、魚の生息条件、漁業環境が悪化していることや、漁業者の高齢

化や後継者不足により、年々漁獲量は減ってきています。 

 

 

（３）工業 

第2次産業では、電気製品を中心とした製造業の大規模工場等を有し、雇用の拠点として

大きな役割を果たしています。 

昭和40年代の企業進出により、草津市の工業製品出荷額は、昭和48年に県内第1位となり、

以来、2度のオイルショック等の急激な国際的経済変動を経験したにもかかわらず、市内の

企業は順調に成長を遂げています。 
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（４）商業・サービス業 

草津市の商業・サービス業は、湖南地域だけでなくJR草津線沿線の甲賀市域を含め、広い

商圏を背景に、JR草津駅東口を中心として活動が営まれています。 

さらに、モータリゼーションの発達と24時間型社会への移行とともに幹線道路沿いに多

様な業態の店舗設置がめざましく、草津市においても国道1号や京滋バイパスなどの主要幹

線を中心としてロードサイド型の商業集積が急速に広がり、この中には深夜営業の店舗も

数多く現れています。 

他方、旧街道筋等に面した商店街は、店舗の老朽化や後継者問題、さらには駐車場や道路

等の車社会への対応の遅れ等から商業活動が低下しています。 

こうしたことから、市街地の商業地域においては、消費者の高級志向、個性化志向に対応

した店舗づくりと商品構成が図られ、ショッピングを楽しめる空間づくりやイベントの創

出が試みられています。 

 

 

9 道路 

 

草津市は交通の要衝の地にあり、広域幹線道路として名神高速道路・新名神高速道路、国

道1号・国道1号バイパス、山手幹線が、市域の東部を南北に、ＪＲ東海道本線、同新幹線と

併走しており、また湖岸寄りには主要地方道大津守山近江八幡線および主要地方道草津守

山線が通っています。東西の広域幹線道路は、主要地方道栗東志那中線をはじめ県道が数路

線整備されているものの、琵琶湖側と山側の県外とつながる南北方向の広域幹線を結ぶ東

西方向の路線が限定されることで、日常的な混雑が生じています。 

 

 

10 危険物施設 

 

産業の集積、市民生活の高度化という現状をうけ、市域の危険物施設は膨大な数にのぼり

ます。危険物の種類は、そのほとんどが第四類であり、その中でも第一石油類（ガソリン等）、

第二石油類（灯油および軽油等）、第三石油類（重油等）が多くを占めます。 

危険物施設は、野路町、青地町、岡本町をはじめ、工業専用地域、工業地域、準工業地域

といった工業系の用途地域に大部分が分布しています。 

一方、給油所等、工場以外に貯蔵されている危険物も多く、居住空間に隣接した危険物施

設も多いといえます。 
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11 消防水利施設と消防団の現状 

 

消防水利についてみると、令和6年4月1日現在の消防水利基準に適合する防火水槽は609

基、消火栓は2,503基、整備されています。 

市の消防団は1団(9分団、条例定員数274人)であり、令和6年3月31日現在の充足率は82.8％

(227人)となっており、就業形態別団員の構成は被用者が増えてきています。 

また、災害時の外国人被災者の通訳・翻訳支援、平常時の災害に対する啓発を行う目的と

して平成27年9月1日から、消防団本部に立命館大学留学生を主体に、機能別消防団員を組織

しています。 
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第３章 脆弱性評価 

 

1 「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）の設定 

 

（１）直近の大規模災害 

 リスクシナリオを選定する上で、以下の全国的な自然災害と同様の災害が自地域で発生

した場合の対応方策について検討を行いました。 

 

種別  名称 被害内容 

地震 令和 6 年能登半島地震 

70 人の災害関連死を含む 299 人の死者が発生。元日に発生し

た大地震ということもあり、帰省者の人的被害が拡大するな

ど社会的にも大きな影響があった。 

風水害・ 

土砂災害 

令和 2 年 7 月豪雨 
この記録的な大雨により熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、

長崎県、岐阜県、長野県に大雨特別警報が発表された。 

令和 3 年 7 月 1 日からの

大雨 

鹿児島県、宮崎県熊本県に大雨特別警報が発表された。青森

県、三重県、島根県、鳥取県で 1 時間降水量 1 位の記録を更

新するなど記録的な大雨となった。 

令和 3 年 8 月の大雨 

長崎県雲仙市における土砂崩れや長野県岡谷市における土石

流により人的被害が発生。広島県、長崎県、佐賀県、福岡県、

広島県に大雨特別警報が発表された。 

令和５年梅雨前線による

大雨 

活動の活発な梅雨前線や上空の寒気の影響で、沖縄地方を除

いて全国的に大雨となった。山口県や熊本県、鹿児島県等で

線状降水帯が発生。 

福岡県と大分県を対象に大雨特別警報を発表した。 

 

 

（２）草津市の過去の災害 

 以下の草津市の過去の災害を踏まえ、リスクシナリオの検討を行いました。 
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発生年月日 種別 被害内容 

享和 2 年 6 月 29 日未刻 

(1802 年 7 月 28 日) 
風水害 

28 日豪雨あり、29 日まで北東の風強く、草津川が金勝川との合流点付近より

長さ 100m にわたって決壊、草津宿の流出・倒壊家屋 287 軒、行方不明者数百

人、溺死者 42 人 

嘉永元年 6 月 6 日 

(1848 年 7 月 6 日) 
風水害 

守山・草津・瀬田近在、大洪水にて大荒れ、人多く死に家流れる葉山村出水甚

だしく六地蔵村にて堤防決壊川辺・目川・渋川・中沢・川原・上笠等の諸村み

な浸水す 

明治元年 風水害 湖面水位上昇 0.94m 

明治 3 年 9 月 18 日 風水害 草津川、馬場地区の数ヶ所で破堤 

明治 8 年 8 月 13 日 風水害 
湖面水位上昇 1.36m、下物・下寺・片岡・志那・志那中・北山田で被害、田畑

冠水 97 町歩 

明治 9 年 9 月 29 日 風水害 湖面水位上昇 0.94m、下物・下寺の田畑冠水 37 町歩 

明治 10 年 9 月 21 日 風水害 湖面水位上昇 1.18m、下物・下寺の田畑冠水 31 町歩 

明治 14 年 7 月 9 日 風水害 湖面水位上昇 1.38m、下物・下寺・志那中の田畑冠水 44 町歩 

明治 17 年 7 月 20 日 風水害 湖面水位上昇 2.12m 

明治 18 年 7 月 1 日 風水害 台風、老上村倒壊家屋 3 戸、浸水 140 戸、田畑被害 60 町歩 

明治 18 年 7 月 4 日 風水害 
海面水位上昇 2.71m、老上村 14 戸浸水、栗太郡で水害 1547 町歩、野洲郡で

3008 町歩が冠水、7 月の豪雨で草津川破堤、さらに 9 月 2 日にも決壊 

明治 22 年 9 月 5 日 風水害 湖面水位上昇 2.00m 

明治 23 年 5 月 10 日 風水害 湖面水位上昇 1.97m 

明治 24 年 10 月 28 日 地震 

栗太郡志津村（現草津市青地町付近）で「亀裂より泥水を噴出したところが 7

箇所もあった。」との報告があり、おそらく地盤の液状化に起因するものと考え

られ、甚大な被害 

明治 25 年 7 月 27 日 風水害 湖面水位上昇 1.14m、1732 戸被害、655 町歩が冠水 

明治 28 年 8 月 9 日 風水害 湖面水位上昇 2.12m 
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明治 29 年 9 月 13 日 風水害 

湖面水位上昇 3.73m、7 月、8 月、9 月の大雨で県内の 10,743 町歩が冠水、栗

太郡で死傷者 2 名、流失・全壊家屋 192 戸、家屋半壊 174 戸、床上浸水 2225

戸、床下浸水 429 戸、田浸水 1508 町歩、畑浸水 145 町歩、堤防決壊 48 箇所

1351 間、山田村水没 

明治 32 年 10 月 10 日 風水害 湖面水位上昇 1.45m 

明治 36 年 7 月 25 日 風水害 湖面水位上昇 1.47m 

明治 40 年 9 月 11 日 風水害 湖面水位上昇 1.28m 

大正 6 年 10 月 29 日 風水害 湖面水位上昇 1.43m 

昭和 3 年 6 月 17～18 日 風水害 梅雨前線による大雨、伯母川出水氾濫で 109 戸浸水 

昭和 5 年 7 月 31 日 風水害 

水害で狼川堤防 83ｍ、伯母川で堤防 93m、北川で堤防 32m、草津川上流の上

田上で堤防 281m 決壊、さらに十禅寺川で堤防 105m が決壊し水田 3 町歩を埋

没 

昭和 9 年 9 月 21 日 風水害 
室戸台風災害、山田小学校倒壊、瀬田川鉄橋で列車転覆、老上小学校も一部倒

壊、草津地方で死者 19 名、重軽傷者 139 名など。本台風は風台風であった 

昭和 13 年 6 月～7 月 風水害 
豪雨で葉山川・草津川氾濫、7 月 4 日午後 6 時 20 分頃志津村大字馬場小字新川

原付近の草津川堤防が決壊、翌 5 日にも同小字付近が再び 110m にわたり決壊 

昭和 28 年 7 月 21 日 風水害 湖水上昇+65cm、200 町歩冠水、山田・笠縫・常盤で被害 

昭和 28 年 9 月 15 日 風水害 
台風 13 号災害、栗太郡で家屋全壊 3 戸、半壊 43 戸、床上浸水 641 戸、床下浸

水 2741 戸、田冠水 1470 町歩、道路決壊 225 箇所 

昭和 30 年 10 月 20 日 風水害 
台風 26 号災害、豪雨で草津川・大戸川・宮川・金勝川の堤防が切れ、下笠で畑

が水没 

昭和 34 年 9 月 26 日 風水害 伊勢湾台風、草津市域の河川氾濫 8 箇所 

昭和 35 年 7 月 8 日 風水害 
豪雨で草津川旭橋(草津 1 丁目)付近の左岸堤防 250m に亀裂、決壊はしなかっ

た 

昭和 36 年 6 月 25～29 日 風水害 

梅雨前線豪雨、笠縫小学校氾濫のため休校、床上浸水 1 戸、床下浸水 306 戸、

水田冠水 439ha、堤防決壊 6 箇所、被災所帯 11 戸、被災者数 47 人、湖面上昇

による草津市域での浸水面積は最大で 243ha 

昭和 36 年 9 月 16 日 風水害 
台風 18 号災害、市域での被害は死者 1 名、重軽傷者 128 名、家屋全半壊 1008

戸、床下浸水 28 戸など 



18 

 

昭和 39 年 2 月 9 日 風水害 草津川トンネル改修工事中の不手際で降雨後浸水 

昭和 40 年 7 月 8 日 風水害 豪雨で草津地区の約 50 戸が床下浸水、30ha が冠水 

昭和 40 年 9 月 17 日 風水害 
台風 24 号災害、川原地区の葉山川堤防が決壊、草津川右岸堤防も国道 1 号付

近で長さ 20m、幅 2.5m にわたって削られた 

昭和 42 年 7 月 9 日 風水害 集中豪雨、駒井沢川右岸 7m、北川左岸 10m にわたり決壊、30 戸が床下浸水 

昭和 43 年 7 月 2 日 風水害 

豪雨により大路 1 丁目、草津 2 丁目など約 380 戸が床下浸水、集町の中ノ井川

と駒井沢川の合流点が約 3m にわたり決壊した。市域で床上浸水 25 戸、床下浸

水 825 戸、河川被害 56 箇所、道路被害 22 箇所 

昭和 43 年 7 月 26 日 風水害 局地的な集中豪雨、葉山川左岸で決壊 

昭和 44 年 6 月 26 日 風水害 

豪雨のため北大萱の中ノ井川右岸決壊、水田 30ha が浸水、同河川の破堤は 6 月

11 日、13 日に続いて 3 度目である、さらに 8 月 2 日も切れ、浜街道が 3ha 冠

水した 

昭和 45 年 6 月 14～16 日 風水害 
豪雨で中ノ井川氾濫、北大萱付近で右岸堤防が長さ 10m にわたり決壊、田畑約

12ha 浸水、さらに同河川右岸が約 7m にわたり決壊、水田 30ha が冠水 

昭和 46 年 9 月 26 日 風水害 台風 29 号災害、草津川旭橋付近で水位 1.5m、130 戸が床下浸水、430 名被災 

昭和 47 年 7 月 12～13 日 風水害 
豪雨で北川堤防が 13 日午後 5 時頃決壊、河川 52 箇所、道路 24 箇所、橋 4 箇

所が被害 

平成７年 1 月 17 日 地震 
兵庫県南部地震(草津市域は震度 5)があり、矢橋帰帆島内において液状化による

通行制限や一部の地域で墓石等の倒壊被害が発生 

平成 25 年 9 月 15～16 日 風水害 
台風 18 号災害、16 日午前 5 時 5 分大雨特別警報を滋賀県に発令、土砂崩れ、

土砂流入、護岸損傷 計 53 箇所 

出典：平成7年度草津市震災対策基本計画基礎調査報告書、草津市、草津市史第Ⅰ巻～第Ⅴ巻(1982～1990)、草津市史編

纂委員会、滋賀県災害誌(1966)、滋賀県総務部消防防災課・彦根地方気象台編集 

 

 

（３）リスクシナリオの選定 

本計画では、上記を踏まえ、県地域計画で設定されているリスクシナリオを参考に、大規

模自然災害に対して、6つの「事前に備えるべき目標」を脅かす25のリスクシナリオを設定

しました。 
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事前に備えるべき目標 リスクシナリオ 

1 
あらゆる自然災害に対

し、直接死を最大限防ぐ 

1 
大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模

倒壊による多数の死傷者の発生 

2 
地震に伴う密集市街地等の不特定多数が集まる施設における大規模火災の発生

による多数の死傷者の発生 

3 
突発的又は広域的な洪水に伴う、長期的な市街地等の浸水やため池・防災イン

フラの損壊・機能不全による多数の死傷者の発生 

4 
大規模な土砂災害大規模氾濫（深層崩壊、土砂・洪水氾濫など）等による多数

の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医療活動が

迅速に行われるととも

に、被災者等の健康・避

難生活環境を確実に確保

することにより関連死を

最大限防ぐ 

1 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺 

3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康 ・

心理状態の悪化による死者の発生 

4 
被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給

の停止 

5 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱 

6 多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生 

7 大規模な自然災害と感染症との同時発生 

3 
必要不可欠な行政機能を

確保する 
1 行政機関の職員･施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 
経済活動を機能不全に陥

らせない 

1 
サプライチェーンの寸断・一極集中等による企業の生産力 ・経営執行力低下

による競争力の低下 

2 
高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災・爆発に伴う有害物質等の大規模拡

散・流出 

3 農地・森林や生態系等の被害に伴う市土の荒廃 ・多面的機能の低下 
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5 

情報通信サービス、電力

等ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネット

ワーク等の被害を最小限

にとどめるとともに、早

期に復旧させる 

1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・

SNS など、災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達

ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態 

2 
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長期間・大規模にわたる機

能の停止 

3 都市ガス・石油・LP ガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 

4 上下水道施設の長期間にわたる機能停止 

5 
新幹線等基幹的交通から地域交通網まで、交通インフラの長期間にわたる機能

停止による物流・人流への甚大な影響 

6 

社会・経済が迅速かつ従

前より強靱な姿で復興で

きる条件を整備する 

1 

復興を支える人材等（専門家、コーディネーター、ボランティア、ＮＰＯ、企

業、 労働者、地域に精通した技術者等）の不足、より良い復興に向けたビジ

ョンの欠如等により復興できなくなる事態 

2 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

3 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に

遅れる事態 

4 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無

形の文化の衰退・損失 

5 
国際的風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による市

経済等への甚大な影響 

 

 

2 リスクシナリオを回避するための取組の分析 

 

リスクシナリオを回避するため、何が課題であり、今後、どのような施策を導入すべきか

について分析・整理しました。 

脆弱性の評価結果は、別紙１「脆弱性評価」のとおりです。  
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第４章 脆弱性を踏まえた国土強靭化の推進方針 

 

1 推進方針 

 

 国・県の計画を参考にしながら、本市の状況も踏まえて、下記のとおり個別施策分野・横

断的施策分野を設定しました。 

 

［個別施策分野］ 

①行政・消防機能 ②住宅・都市 ③保健医療・福祉 ④環境・エネルギー 

⑤産業・農林水産 ⑥交通・物流 

 

［横断的施策分野］ 

①リスクコミュニケーション ②老朽化対策 ③デジタル活用 

 

また、別紙１脆弱性評価結果に基づき、国土強靱化を推進するため、次のとおり個別・横

断的施策分野別推進方針を示します。 

限られた資源で効率的・効果的に本市の強靱化を進めるには、施策の重点化を図る必要が

あるため、市地域計画では、25のリスクシナリオに幅広く対応できる施策について、令和6

年度に策定した財政運営計画を基に、次のとおり9の施策を重点として選定しました。 

 なお、施策を進めるうえでの、具体的な事業一覧は別紙2のとおりです。 

 

（１）行政機能／消防等 

［学校施設の耐震対策・避難所としての機能強化］〔重点〕 

□市立学校等の安全・防災機能の確保のため、非構造部材の耐震化等必要な対策を講じます。 

□避難所に指定してある市立学校および体育館トイレの改修をおこない、避難所の機能強

化を実施します。 

 

［行政情報基盤の防災機能の強化］ 

□ＢＣＰ対策として、バックアップ機能を適切に運用し、クラウドを促進します。 

 

［災害関連情報の収集体制の整備・伝達機能の維持］ 

□全国瞬時警報システム（Jアラート）による災害関連情報を迅速かつ確実に伝達するため、

定期的な運用訓練等を実施します。 

また、防災DXを推進し、情報の収集能力の強化および発信手段の一元化を進めます。 
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［住民などへの情報伝達手段の多様化・正確な情報発信］ 

□住民等への情報伝達手段の多様化を図るため、これまでの防災行政無線に加え、HP,災害

情報共有システム（Lアラート）、草津市メール配信サービス、SNS（X（旧Twitter）、

LINE）、地上デジタル放送を活用したデータ放送によるほか、情報インフラ等の環境の

変化に応じて、さらに効果的な情報伝達手段を構築するとともに、情報伝達訓練の実施等

により、システム運用の検証、住民への周知を推進します。 

□住民等に対し、ホームページ、SNS（X（旧Twitter）、LINE）等を活用し、正確かつ迅

速に情報発信を行うほか、広報紙等で災害時において多様な情報入手手段が存在するこ

とを日頃から周知し、防災意識向上に努めます。 

□住民等への情報伝達手段としてメール配信サービスを活用し、安定した運用を促進しま

す。 

 

［市の業務継続に必要な体制の整備］ 

□災害発生時においても、業務継続の実効性のある体制を確保するため、業務継続計画

（BCP）、災害時受援計画を適宜見直します。 

 

［関係行政機関等との連携体制の整備］ 

□災害発生時、被害が広範囲に及ぶ場合には、県内防災関係機関のみでは対応が困難となる

ことから、人命や各種施設の被害を最小限にとどめ、早期の復旧・復興を図るため、平時

から民間事業者、ＮＰＯ、医療関係団体、遠隔地自治体等と情報を共有する他、各種訓練

等を通じ、連携体制の整備、強化を図ります。 

 

［帰宅困難者対策の推進］ 

□公共交通機関等の被災に伴う機能停止により、帰宅困難者が発生した場合に備え、帰宅困

難者が一時滞在できる施設の確保を行います。 

□県が策定した帰宅困難者ガイドラインに基づき、平時から関係機関と連絡を密にすると

ともに、連携の強化を図るため訓練に参加します。 

 

［非常用物資の備蓄促進］ 

□災害発生時に備え、地域や家庭、事業所等において、非常食や生活必需品等を備蓄するよ

う、引き続き啓発に努めます。また、災害用食糧および生活必需品の備蓄について、備蓄

量等を適宜見直し、想定される被害規模に対応した物資の備蓄を行います。 

 

［被災者生活再建支援制度の実施］ 

□市民生活の安定と被災地の速やかな復興に資するため、国、県と連携し、大規模な自然災

害により、生活基盤に著しい被害を受けた世帯の生活再建を支援する制度の充実を図り
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ます。 

 

［原子力災害に対する実効性ある多重防護体制の構築］ 

□災害時の防護対策の実効性の向上を図るため、定期的なモニタリングの実施や訓練に参

加します。 

 

［就学前教育・保育施設の安全確保］ 

□市内の就学前教育・保育施設について、災害発生時における児童や職員の安全確保と機能

維持を図るため、適切な施設改修を行うなど、防災・減災の機能強化を推進します。 

 

［公営住宅施設の耐震対策等］〔重点〕 

□災害発生時における要配慮世帯やコミュニティに配慮した避難場所確保の観点から、老

朽化が進む市営住宅の建替え（公営住宅等整備事業）並びに長寿命化対策（公営住宅等ス

トック総合改善事業）を進めます。 

 

［消防人材・消防職団員等の育成・確保と消防資機材の整備］ 

□被災時における救助・救急活動を行う人材の能力向上を図るため、個々の消防職員の能率

的な職務遂行能力等の資質向上を図るとともに、全ての新任消防団員への消防教育受講

に向けた取組を促進します。 

□災害発生時における救助・救急活動を担う人材を確保するため、湖南広域消防局西消防署、

南消防署と連携し、広く市民に対し消防・防災活動についての理解と関心を深めるなど、

消防職団員の確保に向けた環境を整備します。 

□計画的に消防資機材を更新・整備します。 

 

（２）住宅・都市 

［住宅・建築物などの耐震対策（住宅・建築物安全ストック形成事業）］ 

□住宅および多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進するため、耐震診断や耐震改修

に対する補助制度の整備を図ります。 

また､これらを推進するためリーフレット、ホームページ等を活用し広く啓発を行います。 

 

［空き家対策］〔重点〕 

□周辺環境の維持、災害発生時の倒壊による道路の閉塞や火災発生などを防止し所有者に

よる適正管理を促すため、関係各部署と連携し、総合的な空き家対策を推進します。 

 

［公園・緑地・オープンスペースの確保］〔重点〕 

□都市の防災機能を担うものとして、延焼防止効果を向上させるため、オープンスペース
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（公園、緑地等）の確保を図ります。 

□都市の防災機能を担うものとして、延焼防止効果を向上させるため、市街地再開発事業や

土地区画整理事業を通して、空地等の緑化による緑地やオープンスペース（公園、街路等）

の確保を図ります。 

 

［上水道施設の防災対策の推進］〔重点〕 

□災害発生時において安定した上水道機能の維持・確保を図るため、上水道施設の災害対策

を進めます。 

□被災時における迅速な上水道機能の回復や災害発生時における継続的な事業体制を構築

するため、草津市上下水道業務継続計画（BCP）に基づき実効性を確保します。 

 

［下水道施設の防災対策の推進］〔重点〕 

□災害発生時において安定した下水道機能の維持・確保を図るため、下水道施設の災害対策

を進めます。 

□被災時における迅速な下水道機能の回復や災害発生時における継続的な事業体制を構築

するため、草津市上下水道業務継続計画（BCP）に基づき実効性を確保します。 

 

［危険物等対策の推進］ 

□危険物、高圧ガス、火薬類による災害の発生および拡大を防止するため、危険物、高圧ガ

ス、火薬類を取り扱う事業者・教育研究機関を把握し、自主保安体制の強化や緊急時体制

の整備を促進します。 

 

［流域治水の推進］ 

□滋賀県流域治水の推進に関する条例では、川を安全にながす対策、降った雨を一時的にた

める対策、地域の防災力を高めるそなえる対策、被害を最小限にとどめる対策を軸とした

流域治水を推進することで、市民の生命と財産を水害から守り、減災につながるものと考

えている中、洪水を防ぐためには計画的な河川整備を推進することが重要であり、市内を

流れる一級河川の改修については引き続き滋賀県に要望するとともに、洪水から命を守

る対策として河川整備に頼るだけでなく、行政、市民、事業者が連携して地域での防災力

の向上を図るなど、流域治水を推進します。 

 

［河川の整備］ 

□浸水被害の未然防止・軽減のため、河川・排水路・公共下水道雨水幹線の整備を進めると

ともに適切な維持管理を行います。 
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［浸水対策の推進］ 

□近年、異常気象による局地的な集中豪雨が頻発しており、市内の河川や市街地内の水路の

氾濫による浸水被害が予測されます。このため、各河川管理者による計画的な河川整備と

洪水時における市民の的確な判断が普段からできるよう、水害に関心を持っていただく

ため、洪水・内水ハザードマップ等を活用し、人命被害を発生させない体制づくりに努め

ます。 

□アンダーパスの冠水対策として、危険水位の明示や冠水センサーの設置等を実施します。 

 

［土砂災害対策の推進］ 

□土砂災害警戒区域等の住民への有事の際の迅速な情報伝達と警戒避難体制の構築を引き

続き進め、被害の軽減と二次災害発生の防止に努めます。 

 

［山地災害対策の推進］ 

□災害に強い森林を形成する観点から、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小

及び回避を図る森林として整備及び保全を推進します。 

□鳥獣害の防止については、防護柵の設置等による植栽木の保護措置又は銃器やわなによ

る捕獲を地域の実情に応じ実施しており、引き続き地元猟友会等関係機関と連携し被害

防止に努めます。 

 

［鉄道施設の防災機能の強化］ 

□地域交通や全国の人の移動を支える鉄道施設の防災機能を強化するため、各鉄道事業者

において、鉄道施設の耐震化や総合的な防災対策が実施されるよう促進します。 

 

［地籍調査の推進］ 

□災害復旧・復興の迅速化を図るため、地籍調査による境界の復元および確認のメリットを

市民に周知するなど、地籍調査の計画的な実施をしていきます。 

 

［国指定史跡の保存整備］ 

□市内国指定史跡の保存のため、整備工事等必要な措置を講じます。 

 

（３）保健医療・福祉 

［要配慮者対策の推進］ 

□避難行動要支援者の実効的な避難を確保するため、個別避難計画の策定を進めます。また、

草津市国際交流協会と連携し、機能別消防団の活動を支援することで、災害時の外国籍住

民の避難生活等を支援します。 

□草津市避難行動要支援者避難支援プラン」の推進を図るため、民生委員・児童委員の協力
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を得ながら、避難行動要支援者の登録を進めるとともに、町内会（自主防災組織・マンシ

ョン管理組合）との協定をさらに進め、日頃からの支援体制づくりを推進します。 

 

［災害医療体制の充実］ 

□災害発生時における医療救護活動を円滑に行うため、保健所や医療関係団体等と連携し、

平時から情報を共有し、各種訓練等を通じ、医療救護体制の整備、強化を図ります。 

 

［感染症の発生・蔓延防止］ 

□災害発生時における感染症の発生・蔓延（人に限る）を防ぐため、平時から予防接種を促

進するとともに、災害発生時には、保健所や医療関係団体等と連携して、迅速な医療機関

の確保、防疫活動、保健活動を実施します。 

 

［高齢者施設などの防災・減災対策等］ 

□民間事業者等と連携した火災予防・被害軽減のための取組や耐震化を推進します。また、

高齢者施設等における防災・減災体制の強化に資する設備の整備・装備資機材の充実等の

取組を推進します。 

 

［福祉避難所などの機能強化］ 

□災害時において一般の避難所では生活困難な高齢者、障害者等の要配慮者が、その状況に

応じて特別な配慮が受けられ、安心して生活できる体制を整備した福祉避難所の指定促

進を図ります。また、要配慮者に対する緊急的な支援を図るため民間事業者、団体等の広

域的な福祉支援ネットワークの構築を図ります。 

 

（４）環境・エネルギー 

［有害物質等対策の推進］ 

□有害物質や油等による市域の汚染を防止するため、市条例に基づき立入を行った事業者

に対し、有害物質の適切な取扱いや、油流出に対する訓練および未然防止策の啓発等の取

組を継続します。 

 

［災害廃棄物処理体制の強化・充実］ 

□災害発生時に廃棄物の収集・処分が迅速に行われるよう災害廃棄物処理計画を策定して

おり、適切に運用できるよう職員の訓練を行う他、災害廃棄物の仮置場の確保を進めます。 

 

［アスベスト含有調査の推進（住宅・建築物安全ストック形成事業）］ 

□災害発生時の倒壊によるアスベストの飛散防止のため、アスベストを含有する民間建築
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物の把握とその除去を促進し、市民の生活環境の保全を図ります。 

 

［自立・分散型エネルギーシステムの整備促進］ 

□各家庭や事業者に対して、太陽光や地中熱等の再生可能エネルギーの普及・啓発やエネル

ギーの有効活用を推進することで、自立・分散型エネルギーシステム（再生可能エネルギ

ーや天然ガスコージェネレーション・燃料電池等）の推進を図るとともに、災害発生時に

おける各家庭等のエネルギー確保に寄与します。 

□災害発生時にエネルギー供給が長期途絶する事態に備え、業務継続等に必要最低限のエ

ネルギーを確保するため、公共施設において、自立・分散型エネルギーシステム（再生可

能エネルギーや天然ガスコージェネレーション・燃料電池等）が整備・導入されるよう、

環境にやさしい事業計画書や草津市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づく事業

の運用を通じて促進します。 

 

［適切な燃料供給のための体制整備］ 

□災害発生時に必要な燃料を確保するため、石油関係団体との応援協定に基づき、優先供給

を行う災害対応上の重要施設や災害応急対策車両等の選定を行うとともに、定期的な訓

練等の実施により供給体制の整備を図ります。 

 

（５）産業・農林水産 

［中小企業・小規模事業者の事業継続計画の策定支援］ 

□企業の自主的な防災対策の促進、緊急時の対応力の強化および自社の経営管理の確認等

を行うとともに、災害時における経済活動(サプライチェーンを含みます)への影響を最小

限とするため、商工会議所と連携し、研修会等の開催により、企業のBCP策定・運用につ

ながる実効性のある支援を進めます。 

 

［本社機能の誘致・企業立地の推進］ 

□企業の経済活動のリスク分散および国全体の強靭化に資する観点から、滋賀県地域計画

の内容を踏まえつつ、首都圏等の県外に立地する企業の本社機能や生産拠点の市内への

移転、立地を促進します。 

 

［農地・農業水利施設等の適切な保全管理］〔重点〕 

□農用地の適正管理、効率的かつ安定的な経営体への利用集積、農業生産基盤の整備等の施

策を通じて、農業生産活動を継続することにより耕作放棄地の発生を抑制すると共に、既

存の耕作放棄地の復旧や遊休農地の解消に努め、農用地の保全を図ります。 

□老朽化した農業水利施設については、計画的な維持管理体制の構築を図ります。 
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［農業用ため池の防災対策の推進］ 

□市内に点在する農業用ため池の管理者との連絡体制を構築し、連携して災害対応力の向

上に取り組んでいきます。 

 

［農業用ハウスの災害被害防止に関する緊急対策］ 

□生産インフラである農業用ハウスの台風や大雪などの災害対応強化に向けて、日常保守

点検の適切な実践についての普及啓発や農業用ハウスの強度向上のための補強対策を進

める必要があります。 

 

［水産業関係施設の機能保全］ 

□災害発生時における、水産物の生産・流通の基盤となる漁港等施設の機能保全のため、県・

関係団体等と情報交換を適宜行い、必要に応じ支援等を実施・検討します。 

 

（６）交通・物流 

［主要幹線道路などネットワークの整備］〔重点〕 

□災害発生により、広域道路網が本市で分断すれば、国土を分断することとなり、本市のみ

ならず国・県全体の経済活動の停滞を招くことから、他府県および海外からの支援の受入

や他府県への支援を中継すること、他府県の交通拠点へのアクセス性を高めるため、主要

幹線道路ネットワークの整備や受援拠点となり得る防災道の駅の設置などについて、国

や県、近隣市町などと連携・支援するとともに、整備を要望していきます。 

 

［緊急輸送道路などネットワークの整備］〔重点〕 

□道路インフラの被災により、医療施設や広域防災拠点、県庁、市町役場等へ到達できず、

救助・救急活動や災害対応に支障が生じる事態を回避するため、避難路にも活用できる市

道の局所的な拡幅等を含む道路改良や道路ネットワークの整備を着実に実施するととも

に、草津市橋梁長寿命化計画に基づく橋梁の修繕耐震を進めます。 

□冬期における災害発生時の交通の確保を図るため、除雪体制の強化を図ります。 

□漁港等の港湾施設については、指定管理者制度による円滑な管理・運営を図り、指定管理

者に対しての管理・点検に関する指導・助言を行うとともに、適宜適切な整備・補修等を

行います。 

□災害発生時において、滋賀県の緊急輸送道路をつなぎ、補完する役割として機能する草津

川跡地の道路の整備を進めます。 

 

［道路啓開体制の整備］ 

□災害発生後の道路交通情報を的確に把握するとともに、迅速な経路啓開に向けて、関係機

関の連携等により、装備資機材の充実、情報収集・共有、情報提供など必要な体制整備を
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図ります。 

 また、滋賀県域道路啓開計画に基づき、基幹ルートおよび主要拠点への進出ルートの道路

啓開に必要な体制整備を図ります。 

 

（７）リスクコミュニケーション 

［防災研修・教育・交流等による地域防災力の向上］ 

□地域防災力の向上を図るため、住民や自主防災組織等への出前講座での研修・交流、継続

的な防災訓練等を実施します。 

□出前講座等を通じて、「洪水・内水ハザードマップとは何か」・「ハザードマップの見方」・

「具体的な洪水被害の対策方法」・「洪水被害の恐ろしさ」について説明と、その開催地

域のハザードマップを見て、地域の危険箇所や避難所避難経路等を再確認いただき、水害

時の被害軽減に努めます。 

□災害時においても児童生徒自身が自分の命は自分で守れるよう、学校安全計画に基づき

各小中学校において防災訓練と防災教育に取り組みます。また、教職員向けに学校防災教

育コーディネーター連絡会を開催し、学校全体の防災力強化に努めます。 

 

［災害ボランティアの活動支援］ 

□災害時における効果的なボランティア活動を推進するため、草津市災害ボランティアセ

ンターの運営等に関する協定を草津市社会福祉協議会と締結しています。平常時から相

互に協議・連携し、ボランティア団体、地域住民、防災関係機関との良好な関係の維持に

努め、災害時にどのように活動すべきであるか最善の方法を検討し、必要に応じて会議等

の開催やセンターの運営に必要な研修・訓練等を実施します。 

 

［災害時応援協定を締結する団体等との連携強化］ 

□災害発生時の物資等の供給不足や復旧・復興のための人材の確保を図るため、新たな災害

時応援協定の締結に向け協議・調整するとともに、既に協定を締結している団体と平時か

ら連絡や情報交換を行う他、訓練実施するなど連携体制の強化を図ります。 

□災害時において、草津市・草津市社会福祉協議会・草津青年会議所の三者が包括的な連携

のもと、それぞれが有する人的・物的・知的資源を有効に活用して協力することにより、

災害ボランティア活動などの被災者支援活動を効果的に行います。 

 

（８）老朽化対策 

［公共施設などマネジメント］ 

□建築基準法や消防法など、公共施設においても義務づけられている各種点検・調査の他、

公共施設等総合管理計画に定める定期的な点検や劣化度調査により、施設状況を把握し、
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適正に維持管理された状態とコンプライアンスの確保を図ります。 

□市有建物として持つべき性能基準について、災害等想定されるリスクへの対応、社会動向

への対応、地球環境への配慮、快適性・生産性などの視点から設定を行います。 

□市有建築物の長寿命化と保全費の平準化のため、定期的に劣化度調査を実施して、建築物

の劣化具合を把握し、施設状況に基づき施設毎に作成した保全計画に基づく計画的な予

防保全工事を行います。 

 

（９）デジタル活用 

［防災DXの推進］ 

□災害対応力の効率化および高度化を図るため、被害状況、避難所、物資等の情報収集およ

び発信にデジタル活用を進めてまいります。  



31 

 

第５章 計画の推進 

 

1 計画の推進 

 

国土強靱化は、本計画による取組だけで実現できるものではなく、国基本計画による取組

や滋賀県が作成する地域計画の取組とも連携させて、国土強靱化の取組を推進していきま

す。 

 

 

2 進行管理 

 

本計画に基づく国土強靱化の取組について、KPIの進捗度を中心に、その進捗状況を把握

します。 

 

 

 

 

 

 


